
株式会社泰東建設

取組概要

豊島区高松二丁目付近外管きょ補修工事

取組効果

本取組により、福祉施設の送迎車両が出入り可能となり、工事前と同様に施設の運営ができました。また、居住者用車両
を一方通行規制解除の対象に加えたことで、他の地先住民の車両も出入りできるようになり、地元の方々から大変歓迎され
ました。

【取組の区分 (以下、3つのうちから1つを選択してください）】

本工事施工範囲内にある福祉施設は利用者を送迎し運営を行っています。施設前の道路は狭小で、且つ、一方通行のため、
通行止めが必須の状況でした。そのため、所轄警察と協議を行い、地元自治会等に説明を行った上で、地先住民のご理解を
頂き、一方通行規制の解除（交通規制解除）を行いました。施工中は福祉施設の車両や居住者用車両等を一方通行規制と逆
側に誘導するため、規制解除標識を設置するとともに誘導員が1台ずつ丁寧に誘導を行いました。

（１）工事情報のＰＲ

（２）地域への配慮配慮

（１）工事情報のＰＲ及び（２）地域への配慮

【注意】
・スライドのサイズは「ワイド（１６：９）」
となっています。変更しないでください。

・字体やフォントの大きさは変更しないでくだ
さい。（赤字や太字にしていただく等、ポイン
トを強調していただくことは問題ありませ
ん。）

※1つの取組で（１）と（２）両方に当てはまる場合には最下段の
「（１）及び（２）」を選択してください。
（１）と（２）、それぞれ別の取組の場合には、２枚応募用紙をご提
出ください。

（２）地域への配慮

規制前後の交通標識 誘導員の配置状況福祉車両の状況
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